
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  中小企業投資促進税制の対象となるソフトウェア       

Ｑ：中小企業投資促進税制の対象になるソ

フトウェアがあるそうですが、どのようなソ

フトウェアなのですか？                                  

                                             

Ａ：次の要件を満たすソフトウェアです。 

【解説】 

中小企業投資促進税制の対象となるソフト

ウエアは、次の①から⑤のソフトウエア以外、

全てのソフトウエアが対象です。ただし、上

乗せ措置(生産性向上に資する設備について

税制の優遇上乗せ措置があります)について

は、①から⑤以外で、かつ、設備の稼働状況

等に係る情報収集機能・分析・指示機能をも

つものに限られますのでご注意ください。 

 ① サーバー用のオペレーティングシステム

でISO/IEC15408に基づく評価・認証がないも

の 

② サーバー用仮想化ソフトウエアで

ISO/IEC15408に基づく評価・認証がないもの 

③ データベース管理ソフトウエアで

ISO/IEC15408に基づく評価・認証がないもの 

④ 連携ソフトウエアでISO/IEC15408に基づ

く評価・認証がないもの 

⑤ 不正アクセス防御ソフトウエアで

ISO/IEC15408に基づく評価・認証がないもの 

※なお、ソフトウエア販売会社が市販するた

めに開発したソフトウエアの原本や、会社が

研究開発用のために購入したソフトウエアに

は適用されません。 
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